
役場ニュース 御船町役場へのご用件は直通電話が便利です

所得税の還付申告について
熊本東税務署では１月６日月から還付申告の受付を
行っています。
▽会　　場　熊本東税務署
▽受付時間　９時～16時

個人の白色申告の方で事業や不動産貸付などの収入
のある、すべての方は、平成26年１月から記帳と帳
簿書類の保存が必要となります。

【対象となる人】
営業、農業、不動産、山林などの収入のある人

【記帳する内容】
•売上げなどの収入金額、仕入れや必要経費に関す
る事項
※記帳は、日々の合計金額をまとめて記載するなど、
簡易な方法で記載してもよいことになっています。

※所得税の申告が必要ない人（町・県民税の申告のみ
の人）も対象となります。また、金額の多少にかか
わらず対象となりますので、ご注意下さい。

要介護認定の状況に応じて『障害者控除対象者認定
書』を発行します。
『障害者控除対象者認定書』は、確定申告や町県民
税の申告をする場合に、要介護認定高齢者（本人、配
偶者、扶養親族）に係る障害者控除の適用が受けられ
ます。介護保険被保険者証・印鑑を持参の上、介護保
険係窓口にて申請してください。
なお、身体障害者手帳などを基に障害者控除を受け
ようとする場合には、この認定書は必要ありませんの
で、発行を控えさせていただくことがあります。

【帳簿・書類の保存が必要なもの及び保存期間】

保存が必要なもの 保存
期間

帳簿

収入金額や必要経費を記載した帳簿
（法定帳簿） ７年

業務に関して作成した上記以外の帳簿
（任意帳簿） ５年

書類

決算に関して作成した棚卸表その他の書類

５年
業務に関して作成し、又は受領した請求書、
納品書、送り状、領収書などの書類

自宅で申告書の作成ができます。
所得税の確定申告は、国税庁のホームページで作成
できます。申告書を取りに行く必要もなく、ホームペー
ジから印刷して、添付書類と一緒に郵送などで熊本東
税務署へ提出できます。詳しくは国税庁ホームページ
をご覧ください。

【対象者】　認定基準日：12月31日
１．年齢が65歳以上
２．要介護１～５の要介護認定を受けている
※対象者が年の途中で死亡された場合または　　
出国されている場合は、その死亡日または　
出国した日が基準日です。

【申請者】
１．対象者本人
２．対象者と同一世帯で生計を一にする親族
３．対象者から認定書の交付に関する委任を受け　
た人（別居の親族を含む）
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【町県民税の均等割額が改正されます】
東日本大震災復興基本法に基づき、町県民税が年税

額で1,000円（町民税500円、県民税500円）引き上
げられます。引き上げ期間は、平成26年度から平成
35年度までの10年間です。

均等割 現在（年間） 平成26年度～平成35年度まで（年間）
町民税 3,000 円 3,500 円
県民税 1,500 円 2,000 円
合計 4,500 円 5,500 円

【復興特別所得税が平成25年分から課税されます】
所得税においても平成25年から平成49年までの25

年間、復興特別所得税が課税されます。
詳しくは国税庁ホームページ（個人の方にかかる復

興特別所得税のあらまし）をご覧ください。

「平成26年分の申告から適用されるもの」

【給与所得控除の改正（給与所得控除の上限設定）】
　平成25年分から、１年間の給与などの収入金額が
1,500万円を超える場合、給与所得控除額について、
245万円の上限が設けられました。

【町県民税における住宅ローン控除の延長・拡充】
住宅借入金特別控除の適用が延長されます。所得税

から控除しきれなかった額は、次の控除限度額の範囲
内で町県民税（個人住民税）から控除できます。
【平成26年１月～３月居住の場合】
　所得税の課税総所得金額などの５％

（控除限度額）　 9.75万円　
【平成26年４月～平成29年12月居住の場合】
　所得税の課税総所得金額などの７％

（控除限度額）　13.65万円

≪判定基準および控除額≫

要介護度 控除名 控除額
所得税 町県民税

１・２・３ 　障害者控除対象者 27万円 26万円

４・５ 　特別障害者控除対象者 40万円 30万円

要支援１・２ 　控除対象外 ０円 ０円
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要介護認定者に『障害者認定書』を発行します
問　福祉課介護保険係　☎２８２－１３４９

平成26年１月から
記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます

所得税の確定申告について　　　　　　　　　　　　問　熊本東税務署　☎３６９－５５６６

税の制度が変わります


